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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券
・時価のないもの 移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附
属設備については定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　８～18年
　工具、器具及び備品　４～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。

⑶　繰延資産の処理方法 株式交付費は、支出時に全額費用処理しておりま
す。

⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員への賞与金の支払に備えて、賞与支給見込
額の当期負担額を計上しております。

③　退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、退職給付引当
金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
用いた簡便法を適用しております。

⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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　有形固定資産の減価償却累計額 17,581千円

普通株式 3,816,600株

普通株式 －株

決　議 株式の
種類

配当金の
総額

1株当たり
配当額 基準日 効力

発生日
2021年

２月25日
定時株主総会

普通
株式 24,202千円 13円50銭 2020年

11月30日
2021年

２月26日

決　議　予　定 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

1株当たり
配当額 基準日 効力

発生日
2022年

２月25日
定時株主総会

普通
株式

利益
剰余金 30,532千円 ８円00銭 2021年

11月30日
2022年

２月28日

普通株式 46,200株

２．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりで
す。

　　繰延税金資産　59,061千円

３．貸借対照表に関する注記

４．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になる
もの

⑷　当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの
を除く。）の目的となる株式の種類及び数

５．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金19,979千円、退職給付引当金13,049
千円、未払費用11,905千円、未払事業税8,334千円の否認等であります。

６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については設備
投資計画等に照らして、銀行等金融機関からの借入による方針であります。
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②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク
に晒されております。
　差入保証金は、不動産賃貸借契約によるものであり、差入先の信用リスクに晒さ
れております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であ
ります。

③　金融商品に係るリスク管理体制
a. 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　営業債権については、債権管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモ
ニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の
悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

b. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握
し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

c. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）
の管理

　各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとと
もに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を
織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることがあります。
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貸借対照表計上額 時価 差額

⑴ 現金及び預金 1,275,367千円 1,275,367千円 －千円

⑵ 売掛金 354,021 354,021 －

⑶ 未収入金 198,366 198,366 －

⑷ 差入保証金（１年内に回
収予定のものを含む） 24,554 24,667 112

　資産計 1,852,310 1,852,422 112

⑴ 買掛金 105,474 105,474 －

⑵ 未払金 12,082 12,082 －

⑶ 未払費用 63,787 63,787 －

⑷ 未払法人税等 130,134 130,134 －

⑸ 預り金 8,177 8,177 －

⑹ 未払消費税等 54,629 54,629 －

⑺ 長期預り保証金 8,071 8,109 37

　負債計 382,357 382,395 37

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません
（（注）２．参照）。

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

⑴現金及び預金、⑵売掛金、⑶未収入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
⑷差入保証金（１年以内に回収予定のものを含む）
　将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価
値により算定しております。

負債
⑴買掛金、⑵未払金、⑶未払費用、⑷未払法人税等、⑸預り金、⑹未払消費
税等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
⑺長期預り保証金
　将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価
値により算定しております。
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区分 貸借対照表計上額

　非上場株式 400千円

　出資金 20

　差入保証金 3,301

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

　現金及び預金 1,275,367千円 －千円 －千円 －千円

　売掛金 354,021 － － －

　未収入金 198,366 － － －

　差入保証金 － 24,180 373 －

合計 1,827,755 24,180 373 －

⑴　１株当たりの純資産額 195円87銭
⑵　１株当たりの当期純利益 39円42銭

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
　差入保証金のうち上表の金額については、償還予定を合理的に見積もれず、
時価を把握することが極めて困難と認められることから「⑷差入保証金（１年
内に回収予定のものを含む）」には含めておりません。

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

　差入保証金（貸借対照表計上額　3,301千円）については、償還予定が明確
に確定できないため、記載しておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2021年12月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合
をもって株式分割を実施しております。なお、当事業年度の期首に当該株式分
割が行われたと仮定して算定しております。

８．重要な後発事象に関する注記

（株式分割）
当社は、2021年10月25日の取締役会の決議に基づき、2021年12月１日付で株式

分割を行っております。
⑴　株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当りの金額を引き下げ、投資
家の皆様がより投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上と投資家
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株式分割前の発行済株式総数 3,816,600 株
今回の分割により増加する株式数 3,816,600 株
株式分割後の発行済株式数 7,633,200 株
株式分割後の発行可能株式総数 12,000,000 株

基準日公告日 2021年11月15日
基準日 2021年11月30日
効力発生日 2021年12月１日

取締役会決議日 調整前行使価額 調整後行使価額

第１回新株予約権 2018年４月16日 41円 21円

第２回新株予約権 2019年５月17日 88円 44円

第３回新株予約権 2019年５月17日 88円 44円

第５回新株予約権 2020年４月23日 234円 117円

第６回新株予約権 2020年４月23日 234円 117円

層の更なる拡大を図ることを目的としております。
⑵　株式分割の概要
①　分割の方法

2021年11月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主の所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割いたします。

②　分割により増加する株式数

③　日程

④　１株当たり情報に及ぼす影響
これによる影響については、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮

定して計算しており、「７．１株当たり情報に関する注記」に記載しておりま
す。

⑤　新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2021年12月１日以降に行使する新株予約権の１株当

たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

⑥　資本金額の変更
今回の株式分割に際して資本金の額の増加はありません。

⑶　その他
今回の株式分割は、2021年12月１日を効力発生日としておりますので、配当

基準日を2021年11月30日とする2021年11月期の期末配当金は、株式分割前の
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株式が対象となります。

（自己株式の取得）
　当社は、2021年12月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規
定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式
取得に係る事項を決議いたしました。
⑴　自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な資本政策を遂行し、株主利益及び資
本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。

⑵　取得に係る事項の内容
①　取得対象株式の種類　　　当社普通株式
②　取得し得る株式の総数　　170,000株（上限）
　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　2.23％）
③　株式の取得価額の総額　　250百万円（上限）
④　取得期間　　　　　　　　2022年１月14日 ～ 2022年７月13日
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